
日時：令和 7 年 11 月 11 日（火） 
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１．一体的実施及び長寿健康増進事業（特別対策補助金）の 

変更申請について 

２．長寿健診受診率について 
３．歯科健診事業について 
４．確定申告の対応について 
５．服薬情報通知（ポリファーマシー対策事業）について 
６．長寿健診受診券発送通信運搬費の請求について 
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１．一体的実施及び長寿健康増進事業（特別対策補助金）の変更申請

について 

 
（１）変更交付申請について 

 一体的実施や長寿健康増進事業（特別対策補助金）は国からの特別調整交付金 

を活用して広域が、市町村に委託料や補助金をお支払いしている事から、広域も 

市町村も特別調整交付金の交付基準に従って、事業計画書などの提出や事業自体 

を実施する事になります。 

 事業の変更や縮小等の理由により事業実施計画書の内容が変更となった場合、

変更した事業実施計画書を国に提出する必要があります。 

特に当初の事業計画を上回る事業計画額の増額を予定している市町村は、変更 

 計画書について広域を通して国へ提出しなければなりません。 

 

 （２）留意事項 

変更計画書を提出せずに当初計画額を上回る内容で実績報告書を提出したとし

ても、増額分は委託料または補助金の対象外となりますのでご留意ください。 

 ①軽微な事業計画及び額の変更（減額）などであれば申請様式の提出は不要とな

ります。 

 ②事業計画額の減額は軽微であっても事業内容が大きく変わる場合は変更計画書

の提出は必要です。 

 ③新規での事業の申し込み（事業計画書の提出）は出来ません。当初事業計画書

を提出している市町村のみ変更計画書の提出を行う事が出来ます。 

 

依 頼 の 時 期 ：令和7年度：11月下旬ごろ 

締 め 切 り 日 時 ：令和7年度：12月中旬ごろ 

記 載 方 法 ：変更箇所（セル）を黄色に着色し、朱書きで変更（変更し

たシートは赤色）してください。 

 ※変更が無い場合でもその旨ご連絡ください。 
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（参考） R7 市町村計画書まとめ 
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２．長寿健診受診率について  

令和５年度までの長寿健診受診率については、除外対象者として市町村における抜

き取りや返戻数を含んでおりました。 

令和６年度以降の受診率については、全国的な比較が可能となるよう受診率の算定

方法が統一されることが国の方針として示されたことから、市町村における抜き取り

や返戻数を除外対象者としては含まず（つまり対象者としてカウント）、受診率を算

定しております。 
したがって、受診率算定における分母となる対象者が多くなることから、令和６年

度受診率は令和５年度と比べ低く出る傾向にありますが、上述のものによるところで

あるとご承知おきください。 

 
（算出方法） 
 健康診査受診率＝健康診査受診者数(※1)／（被保険者数(※2)－除外対象者数（健

診除外告示第５号及び第６号の該当者(※3)） 

 
※１ 前年４月から該当年３月までの健康診査受診者実数とする。 
※２ 被保険者数は、前年４月１日時点とする。 
※３ 対象除外者数とは、健診除外告示第５号（長期入院者）及び第６号（施設入所

者）とする。具体的には、健診除外告示第５号（長期入院者）はＫＤＢにおけ

る６ヶ月以上入院者のレセプト一覧（前年度）（厚労省様式２－１）において、

ＫＤＢで該当年の４月分を抽出して把握した数値とする。健診除外告示第６号

（施設入所者）については、主に市町村への照会により、施設入所者数の報告

を求めることにより把握した数値とし、その際の市町村の把握方法及び集計時

点等は問わない。 
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３．歯科健診事業について 

平成 28 年度からモデル事業として開始し、対象市町村を変えながら実施しており

ます。令和 7 年度については９月から 27 市町村で行っており、今年度の対象者数は

以下の通りとなっています。受診結果については、まとまり次第各市町村へ共有いた

します。 
次年度の対象地域や実施方法等については、県歯科医師会と協議しながら検討を進

めていく予定です。 

 
市町村名 那覇市 宜野湾市 石垣市 浦添市 名護市 糸満市 沖縄市 

対象者数 12,006 3,388 1,792 3,905 2,494 2,290 4,834 

  

市町村名 豊見城市 うるま市 南城市 国頭村 大宜味村 東村 今帰仁村 

対象者数 2,322 4,825 1,951 260 197 96 504 

市町村名 本部町 宜野座村 金武町 伊江村 与那原町 南風原町 渡嘉敷村 

対象者数 702 312 509 204 693 1,330 27 

市町村名 南大東村 北大東村 伊是名村 久米島町 八重瀬町 多良間村 沖縄県 

対象者数 37 16 48 318 1,190 54 46,304 
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４．確定申告への対応について 

（１）医療費控除の添付書類の作成方法 
医療費控除に関する確定申告の添付書類の作成方法として、下記の方法がありま

す。例年 12 月～３月にお問い合わせが集中いたします。お問い合わせや申請がござ

いましたら、下記を参照しご案内、ご対応お願い申し上げます。 

 

①医療費のお知らせ（ハガキ）９月・１月送付分＋領収書（10 月～12 月） 

 
確定申告の時期に間に合うのは、１月（６～９月分）送付分まで。そのため、10

～12 月診療分は領収書で対応。 

※領収書の金額は「医療費控除の明細書」に記載する必要があります。 

 

②市町村に医療費通知の交付申請を行う 

市町村で行う業務 

〇申請書の受付・標準システムへ入力。 

〇翌日、医療費通知書（PDF）を印刷して被保険者へ引き渡す。 

※申請は随時受付、１年分の交付は２月中旬以降。 

（申請書を事前に受け付けて、発行可能な段階で引き渡す（郵送）対応も可能。） 

 

③広域連合に医療費通知の交付申請を行う 

必要書類を直接持参又は郵送での申請。申請方法の詳細については、広域連合

HP に記載があります。 

※６年以上前のものや即日発行が可能。 

※申請は随時受付、１年分の交付は２月中旬以降。 

 

④１年分の領収書の金額に基づく明細書の作成 

「医療費控除の明細書」に領収書の金額を記載。 

 

⑤マイナポータル連携を利用 

令和３年９月診療分から医療費通知情報が取得可能。 

前年分の情報は原則２月９日から取得できます。 

 

（２）セルフメディケーション税制について 

 市町村窓口に問い合わせがありましたら申請書を希望者へ渡し、広域連合へ申請

するようお伝えください。申請書は広域連合 HP から取得可能です。 

※令和６年度の申請はありませんでした。 

【医療費のお知らせ（ハガキ）発送時期】（年３回） 

・９月送付：令和７年１～５月診療分 済 

・１月送付：令和７年６～９月診療分 

・（次年度）５月発送：令和７年 10～12 月診療 
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【様式等ダウンロード先】 

 

 

 

 

1．広域連合ホームページ「申請書等」をクリック 

2．上記の申請書が印刷できる 

（セルフメディケーション税制、医療費通知） 
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５．服薬情報通知（ポリファーマシー対策）事業 
 

（１）趣旨 
薬剤の重複・多剤服薬等の疑いのある後期高齢者被保険者に対して、服薬情報

を通知することにより、適切な服薬支援の機会を提供し、被保険者の健康増進及

び医療費の適正化を図ることを目的としています。 
 
（２）ポリファーマシーとは 

「多くの・調剤」からくる造語となっており、高齢者の多剤併用による薬物有

害事象のリスクは、６種類以上で特に増加するといわれております。高齢者は、

薬剤数が自然に増える傾向にありますので、単に多いのが悪いわけではなく、薬

剤が多いことにより、意図しない薬物有害事象につながる状態や、飲み間違い、

残薬の発生につながります。加えて、複数の医療機関の受診により、処方薬全体

の把握も困難になります。 
 

（３）発送状況（年１回） 
令和４年度実績 3,543 通（発送時期：11 月） ※削減効果額 2,585,192 円 

令和５年度実績 3,790 通（発送時期：11 月） ※削減効果額 2,494,308 円 

令和６年度実績 3,932 通（発送時期：11 月） ※削減効果額 2,724,785 円 

令和 7年度準備中（発送時期：11 月下旬予定） 
 ※対象者は複数の医療機関から月 14 日以上の内服薬を８種類以上処方されている方。 

 ※削減効果額は基準月と判定月を比較した、ひと月当たりの「薬剤費」の金額です。 
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６．長寿健診受診券発送通信運搬費の請求について 

（１）支払時期について 

 令和７年度については、令和７年５月送付分（令和７年度受診券）、令和８年３

月送付分（令和８年度受診券）を併せて、令和８年４・５月の出納整理期間内での

支払いを予定しております。請求方法等については、別途要綱が定まり次第周知い

たします。 

 

（２）概要 

 ①５月・３月の一斉送付分の郵送料を負担いたします。 

 ②実際に支払った額を負担いたします。（件数が多いことや、配送日数猶予等に

より割引が適用される場合は、適用後の金額を負担します） 

③年度途中の年齢到達分、再発行分は負担いたしません。 

 ④請求書等様式は広域にて作成いたします。 

  

（３）スケジュール（※日程は変更となることがあります） 

 ①請求書提出依頼：４月上旬頃 

 ②請求日期限：５月上旬頃 

 ③支払い日：５月下旬頃 

 

（４）留意事項 

 ①交付金としての支払いとなるため、交付決定の手順を踏むことが予想されま

す。その場合、申請書等の様式についても別途周知いたします。 

 ②広域連合の支払い事務の関係上、令和８年５月１１日（予定）までに請求書を

送付いただく必要があります。ご協力をお願いいたします。 

 


